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厚 生 委 員 会 

 

日   時 平成２６年３月１１日（火）午前１０時００分開会－午後２時１１分閉会 

場   所 役場３階 第２委員会室 

 

出席委員 出口委員長、中原副委員長、川端、豊国、辻下、反保 

      田島議長、道工副議長 

 

欠席委員 なし 

 

傍聴議員 竹原、小川、竹内、奥野、鍛治、 

 

出席理事者 田代町長、中口副町長、笠間教育長、 

      白井総務部長兼財政改革部長、古橋しあわせ創造部長、 

      村上総務部理事兼財政改革部理事兼まちづくり戦略室理事、 

      萬谷しあわせ創造部副理事（健康ふれあいセンター所長）、 

串山しあわせ創造部副理事兼地域福祉課長、 

      岸本しあわせ創造部副理事兼子育て支援課長、 

      波戸元しあわせ創造部住民生活課長、池下しあわせ創造部高齢福祉課長、 

   松井しあわせ創造部保険年金課長、松原子育て支援センター所長、 

門前保健センター所長、岩田しあわせ創造部地域福祉課主幹、 

      貴治しあわせ創造部高齢福祉課係長、松本しあわせ創造部保険年金課係長、 

      末原しあわせ創造部子育て支援課係長 

       

案   件 

     （１）付託案件について 
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（午前１０時００分 開会） 

出口委員長 皆さんおはようございます。ただいまから、厚生委員会を開会いたします。 

本日の出席委員は６名であります。欠席委員はゼロです。欠員が１名でございます。理

事者については全員出席であります。 

定足数に達しておりますので本委員会は成立しました。 

これより厚生委員会を開催いたします。 

３月５日の本会議において、本委員会に付託を受けました議案１０件の審査を行います。 

それでは、これより議事に入ります。 

なお、発言者については、必ずマイクのスイッチを入れてから発言をお願いいたします。 

また、質疑についての理事者の答弁は所属部署と氏名を言ってからお願いいたします。 

議案第１号、平成２５年度岬町一般会計補正予算（第４次）の件のうち、本委員会に付

託された案件について、議題といたします。 

本件について、担当課から説明を求めます。 

串山副理事。 

串山しあわせ創造部副理事長兼地域福祉課長 平成２５年度、岬町一般会計補正予算（第４次）の

うち、厚生委員会に付託されました案件について、説明させていただきます。 

委員会資料の１ページをご参照ください。 

まず、歳入でございます。１４国庫支出金、１国庫負担金、社会福祉費負担金としまし

て、２１６万４，０００円の増額補正でございます。内容としましては、障害者自立支援

給付費負担金としまして、後ほど歳出でご説明いたします障害福祉サービス費に充当する

もので、国からの負担金でございます。負担率は２分の１となっております。 

続きまして、１５府支出金、１府負担金、社会福祉費負担金としまして、１０８万２，

０００円の増額補正でございます。内容としましては、国庫負担金と同様、障害者自立支

援給付費負担金としまして、障害福祉サービス費に充当するもので、大阪府からの負担金

でございます。負担率は４分の１となっております。 

以上、当委員会付託分としまして、合計３２４万６，０００円の増額補正でございます。 

続きまして、歳出についてご説明させていただきます。 

委員会資料の２ページをご参照ください。 

３民生費、１社会福祉費、障害福祉サービス費としまして、４３３万１，０００円の増

額補正でございます。歳入の国及び府の負担金を充当し給付費に充てるもので、主な増額
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内容としましては、４点ございます。 

まず、障害者同行援護給付費１１８万５，０００円でございます。これは、視力障がい

者の移動支援に係る給付費でございまして、当初見込みから利用者数、利用時間ともに増

加がみられておりますので、不足分として計上いたしております。 

次に、２点目、障害者地域相談支援給付費３万７，０００円でございます。これは、施

設からグループホーム等に移行する相談支援に係る給付費で、知的障がい害者１名の新規

利用者があったことにより必要となるものでございます。 

３点目、障害者行動援護給付費２８万９，０００円でございます。これは、外出時支援

として行動上の安全を図るための給付費で、知的障がい児１名の新規利用があったことか

ら計上いたしております。 

４点目、障害者居宅介護給付費につきましては、１２月補正で、下半期の不足分を見込

んで計上させていただいたところですが、その後、１２月実績までを踏まえまして、利用

人数、利用時間ともに増加しており、合わせて９．２％の伸び率を勘案し、不足分としま

して２８２万円の増額補正でございます。 

池下しあわせ創造部高齢福祉課長 続きまして、２老人福祉費、介護保険特別会計繰出金１，３４

６万４，０００円の増額補正でございます。内容といたしましては、まず、介護給付費繰

出金につきましては、介護給付費が当初予算を上回る見込みであるため、町が負担すべき

法定繰出金といたしまして、１，０８３万８，０００円の増額補正でございます。 

次に、事務費繰出金につきましては、第三者行為、いわゆる交通事故の損害賠償請求の

事務を大阪府国民健康保険団体連合会に委託しておりますが、その請求事務に係る委託料

及びこの４月に消費税が改正されますが、それに伴って介護報酬等が改正されるため、介

護保険事務処理システムに所要の改修を行うシステム改修委託料について、事務費といた

しまして、２５７万７，０００円を繰り入れするものです。 

次に、地域支援包括・任意事業繰出金につきましては、地域支援事業で実施しておりま

す介護用品等の給付が、当初見込みより件数が多くなったことによる町が負担すべき法定

繰出金といたしまして、４万９，０００円の増額補正でございます。 

以上、当委員会付託分といたしまして、１，７７９万５，０００円の増額補正を行うも

のです。 

岸本しあわせ創造部副理事兼子育て支援課長 続きまして、子ども子育て支援事業の繰越明許費と

いたしまして、１，０９４万１，０００円を補正するものでございます。内容につきまし
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ては、国の全国総合システムに関する仕様書の改正に伴い、システム構築やテスト運用に

おくれが生じたため繰り越しするものでございます。 

池下しあわせ創造部高齢福祉課長 債務負担行為補正について説明させていただきます。 

本年４月からの消費税増税に伴い、指定管理を行っている運営事業の限度額を変更する

ものです。 

まず、淡輪老人福祉センターにつきましては、当初、平成２４年度から２７年度におき

まして、４６０万円を限度額としておりましたが、２６年度から２７年度の２か年分に消

費税増税分を加算し、４６６万６，０００円に限度額を変更するものであります。 

萬谷しあわせ創造部副理事（健康ふれあいセンター所長） 次に、健康ふれあいセンター費につき

ましては、期間は平成２４年から２６年度で変更はございません。２６年度に消費税増税

分を加算いたしまして、１億４，４００万円から、１億４，５３７万２，０００円に限度

額を変更するものでございます。 

出口委員長 委員の皆さん、ただいまの説明に対しまして、質疑等ございませんか。 

豊国委員。 

豊国委員 金額的ではないんですけども、ちょっと確認させてほしいですが、この予算書の２ペー

ジになるんですけれども、歳出、障害福祉サービス費、備考のところにいろいろの給付費

の内容があるんですけども、日ごろからいろいろ給付に対する項目がたくさんあって、多

岐にわたっていると思うんですけども、細かいところはいいんですけども、どれぐらいの

区分でこの給付費いうのが発生して、対象となる人数的にどのぐらいの人数になってるか、

正確な数字でなくても結構です。大体、給付が１０項目あるとか、それに対して、対象と

なる人が岬町でどれぐらいあるとか、その辺だけちょっとお聞きしたいと思います。 

出口委員長 串山副理事。 

串山しあわせ創造部副理事長兼地域福祉課長 まず、障がい者の扶助費でございます。障害福祉サ

ービス給付費につきましては、障害者手帳を持っておられる方につきまして、障害の認定

に応じてその方の自立を支援するために最も必要なサービスを給付という形で提供してま

いる制度でございます。 

対象といたしましては、身体障害者手帳をお持ちの方が、昨年３月３１日現在ですが、

８５７人。また、知的障がい者、療育手帳をお持ちの方が１３１人。また、精神障がい者

の方で、精神保健福祉手帳をお持ちの方が７９人となっております。障害程度区分認定を

受けられた実人数の方が、１３２人でございます。 
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また、障害福祉サービス費のメニューでございますが、２４年度から新体系に全て移行

いたしておりまして、訪問系、日中活動系、居住系、相談等そういったメニューがござい

ます。 

また、地域生活支援事業といたしまして、市町村が独自にサービスを行う日中一時支援、

移動支援、相談支援等もろもろございまして、全体としてばくっとお答えするのであれば、

３０項目ぐらいございます。 

出口委員長 豊国委員、よろしいですか。 

豊国委員。 

豊国委員 対象となる項目、かなり多いのでちょっと驚いておりますけど、この費用については、

国、府それと町のほうと全部負担していくんでしょうが、トータル的な、予算書見ればわ

かりますけど、かなりの金額になりますよね。福祉に対するこういった給付というのが、

大体わかりました、それで結構です。分からんことは、また個々に聞かせていただきます。 

出口委員長 回答はよろしいですか。 

豊国委員 結構です。 

出口委員長 他の委員、質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 ないようですので、質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。 

討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 ないようですので、討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第１号、平成２５年度岬町一般会計補正予算（第４次）の件のうち、本委員会に付

託されました案件について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

出口委員長 満場一致であります。 

よって、議案第１号のうち、本委員会に付託された案件は可決されました。 

議案第３号、平成２５年度岬町介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（第３次）

の件を議題といたします。 

本件について、担当課から説明を求めます。 
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池下課長。 

池下しあわせ創造部高齢福祉課長 平成２５年度、岬町介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予

算第３次につきまして、ご説明をさせていただきます。 

委員会資料の３ページをお開きください。今回の補正予算につきましては、介護給付費

や地域支援事業費が当初見込みを上回ったこと。また、消費税増税などの制度改正による

システム改修や第三者行為による賠償金が発生したことによるものでございます。 

まず、１保険料、１介護保険料、現年度分特別徴収保険料１，２６０万４，０００円。

現年度分普通徴収保険料１０５万６，０００円の増額補正です。 

次に、４国庫支出金、１国庫負担金、介護給付費負担金といたしまして、１，６７０万

４，０００円。 

続きまして、２国庫補助金、現年度分調整交付金４３８万４，０００円。 

続きまして、地域支援事業交付金９万９，０００円の増額補正です。 

続きまして、介護保険事業費補助金といたしまして、消費税増税等に伴う介護システム

改修事業補助金７２万６，０００円の増額補正です。補助率は基準額の２分の１です。 

次に、５支払基金交付金、１支払基金交付金、介護給付費交付金といたしまして、２，

５１５万４，０００円の増額補正です。 

次に、６府支出金、１府負担金 介護給付費負担金１，１４８万１，０００円。 

４ページをお開きください。 

続きまして、２府補助金、地域支援事業交付金４万９，０００円の増額補正です。 

次に、１０繰入金、１一般会計繰入金 介護給付費繰入金１，０８３万８，０００円。

続いて、地域支援事業繰入金４万９，０００円。続いて事務費繰入金２５７万７，０００

円の増額補正です。事務費につきましては、歳出の一般管理費にございます第三者行為求

償事務手数料及び事務処理システム改造委託料に充当いたします。 

次に、１１諸収入、２雑入 被保険者第三者納付金といたしまして、４５９万４，００

０円の増額補正です。これは、交通事故により介護が必要となり、利用した給付費のうち

損害賠償金として求償し、歳入した２件についての補正でございます。 

続きまして、歳出についてご説明させていただきます。委員会資料の５ページをご参照

ください。 

１総務費、１総務管理費、第三者行為求償事務手数料といたしまして、２３万５，００

０円の増額補正です。内容といたしまして、歳入でご説明いたしました交通事故による損
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害賠償請求につきまして、大阪府国保連合会に委託しておりますが、その事務手数料でご

ざいます。 

次に、事務処理システム改造委託料といたしまして、３０６万８，０００円の増額補正

です。内容といたしましては、介護保険事務処理システムの改造に要する費用でございま

して、平成２６年４月１日から消費税が増税するに当たり介護報酬が変更となり、介護度

ごとの区分支給限度額が変更になることに伴うシステムの更新に要する費用でございます。 

続きまして、２保険給付費及び、４地域支援事業費につきましてご説明いたします。 

当初予算では不足する科目を増額し、不用額が出る見込みの科目を減額するものです。

全般的には、保険給付費は非常に伸びており、保険給付費全体では当初予算に比べ、８，

６７６万円の増額補正をお願いするものでございます。 

２介護給付費、１介護サービス等諸費、居宅介護サービス給付費５，３０５万３，００

０円の増額。地域密着型介護サービス費３６万９，０００円の減額。施設介護サービス給

付費１，０５６万円の増額。居宅介護福祉用具購入費５５万５，０００円の増額。居宅介

護住宅改修費５７８万２，０００円の増額。居宅介護サービス計画給付費５４１万１，０

００円の増額でございます。 

次に、２介護予防サービス等諸費、介護予防サービス給付費７４０万７，０００円の増

額。 

６ページをお開きください。 

地域密着型介護予防サービス給付費１９万７，０００円の増額。介護予防福祉用具購入

費３４万１，０００円の減額です。 

次に、３その他諸費、審査支払手数料といたしまして、９万９，０００円の増額です。 

次に、４高額介護サービス等費、高額介護サービス費といたしまして、１１４万８，０

００円の増額です。 

次に、５特定入所者介護サービス等費、特定入所者介護サービス費といたしまして、２

３０万円の増額です。 

次に、６高額医療合算介護サービス等費、高額医療合算介護サービス費としまして、９

５万８，０００円の増額です。 

続きまして、４地域支援事業費、２包括的支援事業・任意事業費、家族介護支援事業委

託料としまして、２５万２，０００円の増額です。内容といたしましては、家族介護を支

援するために町民税非課税世帯の方を対象に介護用品や紙おむつを給付する事業ですが、
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対象者の増加に伴う補正をお願いするものです。 

以上、当委員会付託分といたしまして、歳入歳出予算とも９，０３１万５，０００円の

増額補正でございます。よろしくご審議お願いいたします。 

出口委員長 ただいまの池下課長の説明に対しまして、委員の皆さん質疑ございませんか。 

反保委員。 

反保委員 ちょっと一つお聞きします。介護サービスといういろんなサービスがたくさん現れてい

ますけど、このサービスというのは、どういった意味合いの名目になっているんでしょう。

この介護サービスの中にどういう各部門に分かれているようですが、どういった内容のサ

ービスという部分があるんでしょうか。 

出口委員長 池下課長。 

池下しあわせ創造部高齢福祉課長 介護保険のサービス保険給付費につきまして、大きく分けまし

て、三つのサービスがございます。 

まず初めに、居宅サービスというものがございまして、訪問介護、家庭に来てもらって

サービスを受けるもの。通所介護、通所リハビリテーション、施設などに行って日帰りで

サービスを受けるもの。あと、福祉用具、住宅改修、そういったものもの等、居宅サービ

スに含まれております。 

次に、地域密着型サービスというものがございまして、これは岬町の独自のサービスで

ございまして、グループホームであるとか、小規模多機能型居宅介護というのがございま

す。 

その次に、施設サービスというものがございまして、特別養護老人ホームや老人保健施

設、施設に入所して受けるサービス、そのものがございます。大きく分けまして、今申し

上げたとおり、居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスこの三つに分けられま

す。 

出口委員長 よろしいですか。 

反保委員 はい。 

出口委員長 ほかに、ございませんか。 

川端委員。 

川端委員 歳入の３ページのところで、介護保険料、この現年度分特別徴収が約１，２００万円、

また、普通徴収が約１００万円って、これ、人数はどうなってるんですか。 

出口委員長 池下課長。 
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池下しあわせ創造部高齢福祉課長 現在、６５歳以上の被保険者は、約５４００名おります。大体、

比率といたしまして、特別徴収、年金からの天引きの方が９割。普通徴収、現金で納付し

ている方が１割そういう割合になっております。 

出口委員長 川端委員。 

川端委員 私、この何ていうか、これだけの金額が出てきたから、また、新しい人がふえたのかな

とか思ったのですが、そうではないんですね。この補正予算でこうして出てきているとい

うのは、何でかなと、ちょっと金額が大きいので思ったんですけど。 

出口委員長 池下課長。 

池下しあわせ創造部高齢福祉課長 介護給付費の増額に伴いまして、法定割合というのがございま

して、保険料から２１％徴収しないといけないということになっておりまして、こちらの

金額上がっております。実際は、保険料を追加徴収するっていうわけではなくって、今入

っている保険料を振り分けるっていうことになっております。 

川端委員 はい、わかりました。 

出口委員長 豊国委員。 

豊国委員 ５ページの歳出のところで、区分２の５居宅介護住宅改修費のところですけども、補正

で５８３万２，０００円という金額が上がってるんですが、金額から見て、この改修とい

うのは何件か合計になっているのか、１件なのか、どういった改修されるのか、ちょっと

その辺を教えてほしいです。 

出口委員長 池下課長。 

池下しあわせ創造部高齢福祉課長 介護保険の住宅改修なんですが、１件当たり最高が２０万円の

工事までの９割の補助になっております。当初予算では５１件を見込んでおりましたが、

住宅改修を希望される方が非常にふえておりまして、補正では１０７件を見込んでおりま

す。 

出口委員長 豊国委員。 

豊国委員 再確認ですけれども、１件当たりの最高限度額が２０万円。そのうちの９割の負担とい

うこと、今、おっしゃってた。 

池下しあわせ創造部高齢福祉課長 委員おっしゃるとおりです。基準額が２０万円でございまして、

ご本人さんの負担が１割になりますので、ご本人さんの負担を除くと１８万円の補助が最

高限度額になります。 

豊国委員 すごい伸びやね、当初、５１件のところ倍以上もふえているいうことやね。１０７件も
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対象になったというのはね。 

出口委員長 池下課長。 

池下しあわせ創造部高齢福祉課長 住宅改修につきましては年度ごとの増減が非常に高うございま

して、集中するときがかなり集中する、されないときは全然申請がないということで、非

常にばらつきが年度ごとにございます。 

出口委員長 豊国委員。 

豊国委員 どういった内容が多いんですか。階段バリアフリーにするとか、手すりをどっかつける

とか。 

出口委員長 池下課長。 

池下しあわせ創造部高齢福祉課長 一番多いのが、やはりバリアフリーが多いですね。あと、手す

りですね。段差解消とか手すりが一番多くて、その次に多いのがトイレ、和式トイレから

洋式トイレになさるということで、移動を簡単にする、日常生活を簡便にするという在宅

生活を維持してもらうための小規模の改修が非常に多いです。 

出口委員長 中原委員。 

中原委員 委員会資料の３ページの介護システム改修事業補助金にかかわって、お尋ねをいたしま

す。 

先ほどの一般会計補正予算のところでも関連するものは出てきておりましたけれども、

この介護保険特別会計補正予算のところでお聞きしたいと思います。このシステムの導入

に伴って、具体的には、利用者にどんな影響が出るのかそういったあたりを少しお聞きを

したいんですが。お願いできますでしょうか。 

出口委員長 池下課長。 

池下しあわせ創造部高齢福祉課長 この４月から消費税が増税されまして、介護報酬が平均で０．

６２％程度上がります。それに伴って、利用者負担も１割負担でございますので、０．６

２％上がることが見込まれます。ただ、区分支給限度額がその分上がりますので、今受け

ているサービスが受けられなくなるということがないようにということは聞いております。 

出口委員長 中原委員。 

中原委員 今受けておられるサービスは受けれるようにという手だては講じつつ、実際には、負担

がふえるということになってしまうということなのでしょうか。 

出口委員長 池下課長。 

池下しあわせ創造部高齢福祉課長 消費税増税分が０．６２％といえども上昇いたしますので、高
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額介護サービス費はそのまま置かれていますけれども、それに至るまでにつきましては、

消費税増税の０．６２％分は利用者負担はふえます。 

出口委員長 中原委員。 

中原委員 では、その負担がふえることに対して、何らかの軽減措置等の努力についてはお考えに

ならなかったのかお聞きしたいと思います。 

出口委員長 池下課長。 

池下しあわせ創造部高齢福祉課長 高額介護サービス費というのがございまして、所得に応じまし

て最高限度額が１万５，０００円、２万４，６００円、３万７，２００円と上限額がその

ままでございますので、それにつきましては、それを超えた分につきましては、高額介護

サービス費ということでお返しのほうがありますので、それ以外の軽減策ということは、

今現在、国の制度でございますので、ないということでございます。 

出口委員長 中原委員。 

中原委員 国の制度とおっしゃいますけれど、町として独自に何らかの手だてを講じるということ

については、お考えにならなかったのかということをお尋ねしています。 

出口委員長 池下課長。 

池下しあわせ創造部高齢福祉課長 現在、町として利用者負担額の軽減策については考えておりま

せん。 

出口委員長 中原委員。 

中原委員 もう一つ別の項目でお尋ねをいたします。 

委員会資料の６ページの一番最後にある項目についてお聞きをするんですが、先ほど説

明の中で、介護用品やおむつを支給するという事業であるということをお聞きしましたけ

れど、これは、社会福祉協議会に委託している事業ということでしょうか。 

出口委員長 池下課長。 

池下しあわせ創造部高齢福祉課長 委員おっしゃるとおり、社会福祉協議会に委託しておりまして、

決定は町でございますけれども、実際の給付は社会福祉協議会に委託しております。 

出口委員長 中原委員。 

中原委員 このサービスを受けておられる方から少し尋ねられたことがあるので、この機会にお聞

きをするんですけれど、私にご相談くださった方は、非常にこのサービスはありがたいと

いうことでおっしゃっておられましたけれども、その方は具体的に申し上げると、おむつ

を支給されているんですけれど、おむつと一緒に明細書みたいなのが届くんですね。それ
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で、その明細書を見たときに、金額を見て少し高いように思ったということをおっしゃっ

ておられて、というのは、今いいのか悪いのか微妙ですけれどいろんな大規模なドラッグ

ストアーとかそういったものがあちこちにできて、介護用品等についても比較的安く売っ

ているところなんかもあるということでの質問のようでしたけれど、少し単価が高いので

はないのかしらということで疑問を持たれたようで、自己負担は非常に少ないのでこのサ

ービスはとてもありがたいんだけれど、やはり税金もかかわりあることだろうから、この

金額でいいのかなっていうことを疑問のようでしたけれど、お話聞きますと。そんな疑問

があって、せっかくいい機会がちょうどありましたのでお尋ねするんです。私は、何でも

安いものを買えばいいという立場ではないんです、改めて申し上げますけれど。安いもの

をどんどん求めていくということが、いいことにつながるかどうかまた別の問題もありま

すし、あとは、こういった事業については、町として指定している業者から買う等の事情

も設けられているケースがありますから、そのあたりの事情もあってのことなのかなとも

思うんですけれど、私に疑問をくださった方にどうお答えしたらいいか、ご回答いただけ

ればなと思います。 

出口委員長 池下課長。 

池下しあわせ創造部高齢福祉課長 確かに、紙おむつ、介護用品、ドラッグストアー安売り店と比

べますと非常に高いということで、本課におきましても、カタログからこれ選んでいただ

くというシステムなんですが、単価が高いんではないかということは、確かにいただいて

おります。ただ、継続して同じものをご配達させていただくという観点から、ドラッグス

トアーは一時的な安売り等はあるんですけれども、継続性を考えてこういったいつでも同

じ金額でということでやっております。ただ、社会福祉協議会に対しては、できるだけ値

段を控えるように仕入価格をどうにかしてもらえないかということは、お話のほうはさせ

ていただいております。 

出口委員長 ほかの委員、質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 質疑がないようですので、質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。 

討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 反対、賛成ですか。 
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中原委員 賛成です。 

出口委員長 反対の方ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

中原委員 先ほど、質疑の中で、介護システム改修事業の件にかかわって質問をさせていただきま

した。消費税の増税に伴って利用者の負担がふえてしまうということを考えますと、年金

でいいますと、連続して削減をされているという状況から考えても、容認しがたいと考え

るものでありますが、ここで軽減策を何かしようと思えば、また保険料の負担の増大には

ね返らざるを得ないというような制度そのものに問題があるということでありまして、い

たし方ない措置であるかなと容認せざるを得ないという考えを持っております。 

今後、町独自の軽減というのは困難な部分もあると思いますけれども、何らかの形で利

用者の負担を少しずつでも軽減するように努力をいただきたいと要望したいと思います。 

出口委員長 ほかに、討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 ないようですので、討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第３号、平成２５年度岬町介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（第３次）

の件について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

出口委員長 満場一致であります。 

よって、議案第３号は、本委員会において可決されました。 

議案第４号、平成２６年度岬町一般会計予算の件のうち、本委員会に付託されました案

件を議題といたします。 

本件について、本会議で説明を行っておりますので、理事者の説明を省略したいと思い

ます。 

また、歳入・歳出をそれぞれ分けて審議いたしたいと思います。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

出口委員長 それでは、歳入から審査に入ります。 

委員会資料の７ページから１１ページをごらんください。 

質疑はございませんか。 

川端委員。 
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川端委員 ７ページの滞納のところで、学童保育保護者負担金（滞納分）３万７，０００円、学童

保育おやつ代等（滞納分）２万９，０００円、次の児童福祉法第５６条による負担金（滞

納分）２５２万円、この三つについて、ちょっと内容を聞きたいです。 

出口委員長 岸本副理事。 

岸本しあわせ創造部副理事兼子育て支援課長 １点目の学童保育保護者負担金滞納分につきまして

は、平成２６年２月現在で、滞納者の方は１世帯の１人でございます。２点目の学童保育

おやつ代の滞納分については、２世帯の３人。３点目の児童福祉法第５６条による負担金

滞納分については、１５世帯の２２人の方が滞納になっております。 

出口委員長 川端委員。 

川端委員 私、ここに２５年の予算書を持ってるんですけども、２５年の時点よりかは、今回はこ

の三つの３項目全部少ないなと思います。少ないです、現実ね。少ないですので、という

ことは、この単年度だけなんかな、ずっと繰越繰越ではないのかなって思いますが、その

辺もちょっと。 

出口委員長 今の川端委員の質問に、岸本副理事、回答願います。 

岸本しあわせ創造部副理事兼子育て支援課長 今言われております滞納者の方については、金額が

多くなれば一度に払えないという状況がございます。この方とは窓口でお話しをさせてい

ただいて、分納誓約を交わし払える金額で払っていただくということで、長い年月をかけ

て払っていただいている方もおられます。 

出口委員長 川端委員。 

川端委員 学童保育のほうは金額はあれやけども、この児童福祉法、これ保育所の保育料かなと思

うんですけども、ちょっと金額多いですが、これは分割であっても、きちっとは必ず払っ

ていただけるんですね。結局、最終的には払わなくてもいいということはないんですね。 

出口委員長 岸本副理事。 

岸本しあわせ創造部副理事兼子育て支援課長 今のところは、その滞納者の方と接触しており、払

っていただけるように交渉はしております。 

出口委員長 卒園された方のことも対象にしていますよね、川端委員、今の質問だったらね。 

川端委員 はい。 

出口委員長 その辺はどうですか。 

岸本しあわせ創造部副理事兼子育て支援課長 卒園していっても、分納誓約を交わし払っていただ

くという形で誓約はしております。 



 

15 

出口委員長 川端委員。 

川端委員 やっぱり公平性の観点からいっても、その辺はきちっとやってほしいなと思いますので、

努力していただきたいと思います。 

出口委員長 要望でよろしいですか。 

川端委員 はい。 

出口委員長 ほかに、ございませんか。 

中原委員。 

中原委員 委員会資料７ページの一番上にあります児童福祉法第５６条による負担金のことについ

て、まず、お尋ねをしたいと思います。 

これは、町長に聞くことになるのかなと思うんですけれど、保育料の値上げについて、

以前は行財政改革等で予定していたと思うんですよ、３年に１度ということで。ただ、こ

れは滞納の整理を優先するということで、保育料の値上げは来年度は行わないということ

かなと思って見ているんですけど、それはそれで間違いないのか。あとで行財政改革の特

別委員会があるので、その事前にいただいていた資料に基づいて、私そうかなと想像して

確認をするものなんですけれど、値上げは見送っているということで間違いがないのかお

聞きしたいということが、１点目です。 

それから、２点目に、一時預かり保護者負担金についてお聞きをしたいと思います。 

これは、金額が増額されているということからいって、ニーズが非常にふえているとい

うことになるのかなと思うんですけれど、実態はどうなっているのかお聞きをしておきた

いと思います。お願いします。 

出口委員長 値上げの件は、町長にお聞きするんですか。 

中原委員 誰でもいいです。 

出口委員長 古橋部長。 

古橋しあわせ創造部長 児童福祉法第５６条による負担金、いわゆる保育料でございます。保育料

の値上げの改定の件につきましては、先ほども委員ご指摘のとおり、行革の項目にも上が

っておりますけれども、まず、債権の徴収を強化をするということで、効果額をゼロとい

う形で値上げについては見送っているというところでございまして、この補正予算につい

てもそういう値上げの部分については反映はしてないと。 

中原委員 補正予算。 

古橋しあわせ創造部長 ごめんなさい。当初予算です。当初予算についても反映はしてないという
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ところでございます。 

ただ、今後、ご承知のとおり２７年度から子ども子育ての新制度が始まります。これに

ついて、まだ国のほうで示されておりませんけれども、公定価格であるとか、保育料の部

分についても、今後、国が議論されてその分について何らかの情報提供があるかと思われ

ますので、そこでどのようにしていくのか。というのは、その新システムの中で一定検討

していく必要があるのではないかと考えておるところでございます。 

出口委員長 今、一時預かり金の保護者負担金の件は、どなた。 

岸本副理事。 

岸本しあわせ創造部副理事兼子育て支援課長 ２点目の一時預かり保護者負担金が増額されている

というお話でございますが、過去からの推移をご報告させていただきます。平成２３年度

で５２人、平成２４年度４３人、平成２６年３月１日現在１３３人と非常に延びを示して

おります。以上のようなことで、平成２６年度当初は、前年の倍ぐらいの金額を計上させ

ていただいております。 

出口委員長 中原委員。 

中原委員 保育料については値上げを見送っているということで、これは一つの英断であると私は

評価をしております。今後の推移について、少し不安を感じさせるような答弁がありまし

たけれど、値上げが行われないように努力をはらっていただきたいと、この点については

要望しておきたいと思います。 

それから、一時預かり保育の事業については、非常にニーズがふえてきている顕著であ

るということが示されたとおりでありまして、必要な措置についても引き続き手立てをし

ていただきたいと思います。 

出口委員長 ほかの委員、質問は。 

反保委員。 

反保委員 ９ページの住民生活課の一番下の保健衛生費補助金。自然海浜保全地区、これは海、長

松海岸のほうだと思うんですけど、海でなしに山とかあるいは道路の清掃というか、草を

刈るとかそういった費用というのは、また別のところで出てくるんでしょうか。 

出口委員長 今の反保委員の質問について、どなたが回答されますか。 

波戸元課長。 

波戸元しあわせ創造部住民生活課長 今、反保委員おっしゃっている山とかっていうのは、例えば、

財産区の所有している山ということでしょうか。 
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反保委員 例えば、山道で枝が邪魔になるとか、あるいは道路わきで草木が発生しているというそ

ういう清掃は、どこの範囲に入っていくんですかという質問です。 

出口委員長 波戸元課長。 

波戸元しあわせ創造部住民生活課長 林道であったり、あるいは町道であったりというところの横

に個人地なりがあると。その草木が道路にかぶってきているとかいう場合につきましては、

隣地の所有者に私どものほうから通知をして、草刈りをしてくれという通知をさせていた

だく場合もございますし、道路管理者のほうから道路からはみ出ている分について伐採を

という依頼もございますので、その依頼に応じて私どものほうで今臨時職員が２名おりま

すので、依頼に応じて草刈りをしているという現状でございます。 

出口委員長 よろしいですか。 

中原委員。 

中原委員 委員会資料８ページの児童福祉費負担金のところと、同じ８ページの今度は府支出金の

ところの児童福祉費負担金のところについてお尋ねをするんですが、保育所運営費がそれ

ぞれ国庫負担金と府負担金という形で以前はあったんですけれど、それがなくなっている

のはどういうことなのか教えていただきたいというのが、１点目です。 

それから、同じ委員会資料８ページのちょうど真ん中あたりになりますが、説明の欄に

年金生活者支援給付費に係る交付金というのがありますけれど、この交付金について説明

をいただきたいと思います。 

出口委員長 岸本副理事。 

岸本しあわせ創造部副理事兼子育て支援課長 保育所運営費の国庫負担金及び府負担金の件でござ

いますが、行政区域外入所で、次年度の対象児童が今年度に転出したために、平成２６年

度予算は計上していません。 

出口委員長 もう１点。 

松井課長。 

松井しあわせ創造部保険年金課長 民生費委託金の年金生活者支援給付金に係る交付金ですけれど

も、当給付金につきましては、日本年金機構が実施する制度で、実施予定が平成２７年１

０月を予定しています。所得の額が一定の基準を下回る老齢基礎年金等の受給者に支給さ

れる制度です。 

なお、その所得判定につきましては、市町村から所得情報の提供を受ける予定をしてお

りまして、その情報提供をするためのシステム改修に係る費用の交付金です。 
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出口委員長 よろしいですか。まだほかにございますか。 

ほかの委員、質疑ございませんか。 

中原委員。 

中原委員 委員会資料９ページの衛生費について、下から二つ目の欄に子育て支援対策臨時特例交

付金とありまして、安心こども基金と書いてありますけれども、この充当先はどういった

ところをお考えかお聞きしたいと思います。 

出口委員長 串山副理事。 

串山しあわせ創造部副理事長兼地域福祉課長 ただいまご質問の子育て支援対策臨時特例交付金安

心こども基金ですが、これにつきましては、子育て支援交付金から名称変更いたしまして、

計上いたしております。事業内容といたしましては、母子保健事業の中のこんにちは赤ち

ゃん事業及び養育支援事業に充当いたします。 

出口委員長 では、ほかの委員、質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 質疑がないようですので、歳入についての質疑を終わります。 

続いて、歳出に入ります。 

なお、参考資料として、配布しております本委員会所管内訳表をあわせてごらんくださ

い。 

まず、総務費に入ります。 

予算書４０ページから４１ページの目、「交通安全対策事業費」、４５ページ、４６ペ

ージの項、「戸籍住民基本台帳費」をごらんください。 

質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 質疑がないようですので、総務費の質疑を終わります。 

続いて、民生費に入ります。 

予算書の４９ページから６３ページをごらんください。 

ただし、５５ページ、５６ページの目、「文化センター費」は、ほかの委員会の所管で

ありますので除きます。 

質疑ございませんか。 

豊国委員。 

豊国委員 少し何点かお聞きします。今の４９ページ民生費のうち社会福祉総務費、本年度予算と
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昨年度予算と比べて、５，０５８万１，０００円多くなってるんですけども、このちょっ

と多くなった主な要因、これ１点と。 

次に、５５ページ８健康ふれあいセンターの委託料、ふれあいセンター指定管理委託料、

例年なら４，８００万ということになっているんですけども、４，９３７万２，０００円

とアップしているのは、消費税のアップ分なのかなと判断しているんですけども、ちょっ

とその２点お願いします。 

出口委員長 今の豊国委員の２点についてどなたが回答いただけますか。先に萬谷副理事のふれあ

いセンターからいきましょうか。 

萬谷副理事。 

萬谷しあわせ創造部副理事（健康ふれあいセンター所長） まず、健康ふれあいセンターの指定管

理料の増でございますけれども、先ほど委員おっしゃったとおり、２４年、２５年、単年

度でいきますと４，８００万円。２６年度につきましては、消費税増税分を加算しまして、

４，９３７万２，０００円という形に消費税分の増になっております。 

出口委員長 では、続いて民生費の５，０５８万１，０００円のプラスの要因になっている説明を

どなたが。 

串山副理事。 

串山しあわせ創造部副理事長兼地域福祉課長 社会福祉総務費の５，０５８万１，０００円の増額

の理由ですけれども、大きくは人件費、１報酬、給料、職員手当で、２５年度が９人の人

件費を充てておりましたが、今回１４人ということで、その内訳といたしましては、２５

年度から２人増の予算組みで増加をいたしております。その金額が２，０００万円程度で

す。 

それと、扶助費が２５から２６年度７．９％の伸びを見込んでおりまして、ここが２５

年度予算が２億６，９８８万３，０００円。２６年度予算が２億９，１２４万２，０００

円ということで、ここで３，０００万円程度増額をいたしております。 

あと、他の分野の部分を総合しまして、増額ということになるのかなと考えます。 

出口委員長 岸本副理事。 

岸本しあわせ創造部副理事兼子育て支援課長 今の５，０００万円に対しての補足をさせていただ

きます。 

平成２６年より新規事業といたしまして、子育て世帯の臨時特例給付金というのが１，

６００万円ございます。 
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もう一つは、５６ページのほうで、臨時福祉給付金７，４００万円という数字がござい

ます。これが２６年度で新規で計上している分で、大きく左右しているのかなと思います。 

出口委員長 古橋部長。 

古橋しあわせ創造部長 少し、修正させていただきます。今、子育て支援課からお答えさせてもら

った分につきましては、民生費全体を網羅して増減を言わせていただきました。ご質問の

社会福祉総務費でございますけれども、社会福祉総務費につきましては、人件費の人数の

増加による人件費の増。それと、先ほど補正もございましたけれども、各種障がい者等の

サービス給付の増加が主な要因となっているところでございます。 

出口委員長 よろしいですか。 

豊国委員。 

豊国委員 さっきの人件費の増加のところで串山副理事がおっしゃった、この給料のほう、昨年２

５年度９人から２人ふえたとおっしゃったように思ったんですけれども、ここで見ると、

１４人って書かれてるんですが、ちょっと差額あるように思うんです。 

出口委員長 古橋部長。 

古橋しあわせ創造部長 委員ご指摘のように、平成２６年度、この当初予算では１４人分を計上し

ています。そして、２５年度では９人ということでございます。大きく伸びているという

のは、一つは、この以降の目として出てきます老人福祉費、国民年金費、老人医療費、そ

れぞれ一人ずつで３人分を２５年度は分割をして目ごとに計上しておったものを、今回、

この社会福祉総務費に統合したという件が１件ございます。 

それと、昨年度２５年度当初予算では反映をしておりませんでしたけれども、実質、４

月１日からピアッツァ５のほうに、職員を派遣しておりますので、その分が１人伸びてい

るというところでございます。主な要因としては以上でございます。 

出口委員長 よろしいですか。 

ほかの委員、質疑ございませんか。 

川端委員。 

川端委員 今の豊国委員のにも関連するんですけれども、人数のところはわかりました、９人から

１４人というその差はわかったんですね。あと、そういう扶助費のところでふえていると

いうことを言ってましたけれども、これは、障がい者の方がふえているということなのか、

それか、またサービスがそれだけ今まで障害受ける人は人数は一緒だけども、受けるサー

ビスの内容がふえたということなのか。その辺ちょっとまず先にお聞きしたいと思います。 
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出口委員長 串山副理事。 

串山しあわせ創造部副理事長兼地域福祉課長 扶助費の増額の要因ですけれども、障害者総合支援

法によりまして手帳を持たない。例えば、難病の方ですとか、発達障害の方ですとか、そ

ういった制度の谷間を埋めるべく充実されております。そのため、手帳の所持者数に関し

ましても、高齢化とともに微増の傾向にございますが、手帳を持たない障害のある方もサ

ービスの対象となっておりまして、分母、母数のほうがふえている状態でございます。 

また、一つひとつその方の状態に合わせてサービスを組み合わせて提供していくという

形でございますので、内容も若干ふえているということでございます。 

出口委員長 川端委員。 

川端委員 そしたら手厚くなっていると受けとめたらいいんですね。 

あと、この４９ページのところで障害者政策推進協議会委員報酬のところが、昨年が９

万２，０００円だったのが、今回は２７万５，０００円にふえているということは、今回、

基本計画策定の関係なのかなということを先にお尋ねしたいと思います。 

出口委員長 串山副理事。 

串山しあわせ創造部副理事長兼地域福祉課長 ただいまの障害者政策推進協議会委員報酬でござい

ますが、２５年度９万２，０００円、２６年度につきましては２７万５，０００円という

ことで約３倍でございます。委員ご指摘のとおり２６年度第３次障害者基本計画、第４期

障害福祉計画を策定する予定にいたしておりまして、１回開催のところ、２６年度は３回

開催して計画策定をしてまいりたいと考えております。 

出口委員長 川端委員。 

川端委員 一つずつ聞かせていただいたほうがわかりやすいと思いますので。 

あと、この４９ページの報償費のところで、地域福祉計画推進検討委員報償費６万６，

０００円という、これ、前回はこういうのはなかったと思うんです、入ってないと思うん

ですけども。今回、これが計上されているっていうことは、これはどういうことなんです

か。 

出口委員長 串山副理事。 

串山しあわせ創造部副理事長兼地域福祉課長 地域福祉計画推進検討委員報償費ですが、２５年度

につきましては、確かに計上いたしておりませんでした。地域福祉計画の委員報酬につき

ましては、社協さんと各年ごとに委員報酬を支払うということにしておりまして、２５年

度は社協さんで支払っておりまして、実質、計画策定のために３回開催をいたしておりま
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す。２６年度につきましては、町で支払う今回当番ということで計上させていただいたも

のでございます。 

出口委員長 川端委員。 

川端委員 はい、わかりました。 

次、５０ページの委託料のところで、障害者相談事業委託料が去年に比べたら倍になっ

ているんですけれども、これもちょっとどういうことかお尋ねしたいと思います。 

出口委員長 串山副理事。 

串山しあわせ創造部副理事長兼地域福祉課長 障害者相談事業委託料でございます。障がい者の相

談につきましては、２５年５月から一般相談支援の充実を図るということで、松の木園さ

んから町内の愛の家のほうに事業所を移しまして、実施をいたしております。２５年度に

つきましては、２４年度の実施状況を見合った形で委託料を算出いたしました。現在、相

談支援専門員１名で、２４時間相談、３障害を対象とする要件をクリアし、実施をいたし

ております。実施状況を見ましても、相談件数のほうが増加傾向にございます。今後の方

向といたしましても、やはり地域移行、地域定着ということで施設から地域への支援が障

害者総合支援法の法律の背景の中にはございますので、安定的な障がい者の一般相談の支

援の拡充を図っていただくという部分におきましては、やはり、障害者相談専門員の基準

額となる額の２分の１程度の助成を行うということで、事業所さんともそれでお願いをす

るということで、結果的に倍額になっておりますが、協議をして拡充を図っていきたいと

いうことでございます。よろしくお願いいたします。 

出口委員長 川端委員。 

川端委員 いいことやと思います。どれぐらいの方が、現時点で何人ぐらい。去年の５月から今お

聞きしたと思うんですけれども、相談されているのかな。また、もし差しさわりがなかっ

たら、相談内容もどういう内容があったのか、ちょっと教えてほしいと思います。 

出口委員長 串山副理事。 

串山しあわせ創造部副理事長兼地域福祉課長 ５月から１２月までの８か月間の実績がございます。

月平均２０日間開所しておりまして、月平均４３人の方が相談に来られております。うち、

愛の家利用者の方が７８％、愛の家利用者以外の方が２２％の状況でございます。愛の家

さんは、入所・通所施設でございますので、入所の方につきましては、より地域移行、地

域定着に向けて相談支援を充実していただくということでお願いをいたしております。延

べといたしまして３４２人、８か月間でそういう相談状況でございます。 
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また、内容といたしましては不安の解消や情緒安定に伴うもの、また、各種福祉サービ

スの紹介、社会参加や余暇支援、それから、働きたいということに対する就労支援などが

挙がっております。 

出口委員長 川端委員。 

川端委員 これは相談に行かれるのは、障がい者本人でなかったらだめなのか、それとも例えば、

家族の方とか、また障害を持っている方を見ててちょっと心配だなって思われる方とか、

そういう障がい者以外の方が行ってもいいんですか。 

出口委員長 串山副理事。 

串山しあわせ創造部副理事長兼地域福祉課長 障がい者ご本人の方の来所相談、訪問といった形で

対応していただきます。もし、来られない場合につきましては、ご家族さんからの電話相

談などでも構いませんし、相談員さんが場合に応じて訪問等により支援を図っていくとい

う形でございます。 

川端委員 幅広くしていただけるということですね。 

もしかしたら、余りいろんなところにかかわっていない方が、せっかくこうしたいいこ

とをされているのを知らないっていう方も中にはあるかもわからないと思うんですけども、

その辺の周知っていうのか、どうなのかなと。 

出口委員長 串山副理事。 

串山しあわせ創造部副理事長兼地域福祉課長 この障害者相談支援につきましては、愛の家さんの

ホームページでももちろん掲上いたしておりますし、岬町の岬だよりにおきましても、毎

月最後の相談のところに、愛の家「みらい」の相談ということで、役所に来ていただく分

につきましても載せております。また必要に応じて、定期的に広報等で愛の家「みらい」

さんと一緒に周知啓発に努めていきたいと思います。 

出口委員長 川端委員。 

川端委員 ありがとうございます。よろしくお願いします。 

一問一答でいかせていただいて、次、５２ページのところの老人福祉費の報償費のとこ

ろの講師謝礼が１０万円ついているんですけども、今回、何か計画されているのかな、計

画されようと思っているのか、また、それについて内容を教えていただきたいと思います。 

出口委員長 池下課長。 

池下しあわせ創造部高齢福祉課長 このたび、認知症ＳＯＳネットワーク先ほど前回説明させてい

ただいたかと思うんですが、２６年度におきまして認知症対策積極的に進めてまいろうと
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いうことで、認知症予防教室というのを講演会なんですが、精神科医等を呼びまして２回

実施する予定です。５万円掛ける２回で１０万円ということで予算計上をしております。 

こちらですが、府の交付金を使いまして、１０分の１０補助で実施させていただく予定

でございます。 

出口委員長 川端委員。 

川端委員 やはりいいことですので、皆さん、来ていただく。これは、高齢者の方だけが参加する

んではないですよね。行きたい方が皆行くとか、たくさんの方が行ったほうがいいかと思

うですよね。 

出口委員長 池下課長。 

池下しあわせ創造部高齢福祉課長 認知症というのは、高齢者だけの問題ではなくて家族の方とか

広く知っていただきたいということで、住民の皆さんに広く広報して一人でも多くの方に

この講習会、研修会に参加していただきたいと思っておりますので、広報をホームページ

や回覧、岬だより等あらゆる手段を使って参加していただきたいと思っております。 

出口委員長 中原委員。 

中原委員 予算書の５０ページ、ちょっと素朴な疑問なんですけど、委託料というところがありま

すが、委託料にはすべて消費税分が転嫁された金額になって、増額になるのかなって思っ

て見てたんですけど、例えばなんですが、この５０ページの委託料の中で障害者社会参加

事業委託料については、特に増税が転嫁されているというふうには見受けられないんです

よ。そういう扱いの違いはどんなふうに発生してくるのかなと思って、そういう素朴な疑

問に一つお答えをいただきたいというのが１点目です。 

それから、予算書５２ページの真ん中より少し上あたりの繰出金の中に、国民健康保険

特別会計繰出金（国庫負担金減額分）というのがありますが、これについて、説明を、ど

ういったものであるのかいただきたいと思います。 

それから、予算書の５５ページの健康ふれあいセンター費についてお尋ねをいたします。

利用者数をお示しいただきたいんですが、直近の利用者を教えていただきたいと思います。

２０１２年度とそれから２０１３年度についてはまだ現時点で年度途中でありますけれど、

利用者数の増減についてお聞きをしておきたいと思います。よろしくお願いします。 

出口委員長 今の３点につきまして、串山副理事。 

串山しあわせ創造部副理事長兼地域福祉課長 まず、１点目の５０ページ委託料の中で消費税の入

っていないものと加算している部分がある違いということのご質問をいただきました。戦
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没者追悼式については消費税を加算いたしておりますが、その下の手話講習委託料それか

ら先ほど委員がおっしゃいました障害者社会参加事業委託料につきましては加算をいたし

ておりません。戦没者追悼式につきましては、いろいろな消耗品費等の作成業務の委託が

入るということで加算をいたしておりますが、残り手話講習会、それから社会参加事業委

託料につきましては、委託先が団体様ということでございます。手話講習会につきまして

聴覚障害者部会さんに委託をして行っております。また、社会参加事業委託料につきまし

ては、社協さん、それから愛の家に委託をする形で事業を企画して事業を実施していただ

いております。そういったことで、主に人件費にかかわる部分で要請をして実施をしてい

ただいているということもございまして、協議の上、加算をせずにそのままお願いをする

ということでございます。 

出口委員長 松井課長。 

松井しあわせ創造部保険年金課長 ２点目の国民健康保険特別会計繰出金（国庫負担金減額分）に

ついてですが、この国庫負担金というのは、特別会計の療養給付費負担金を指しまして、

地方単独事業によりその負担金が調整され減額されます。その部分の２分の１を一般会計

から繰出しを受けるものです。 

出口委員長 萬谷副理事。 

萬谷しあわせ創造部副理事（健康ふれあいセンター所長） 利用状況の中身でございますけれども、

これ今の時点の部分を振りかえまして、２４年度も合わせてちょうど同時期で合わせてお

ります。まず、１点目の２４年３月から２５年２月と、２５年３月から２６年２月という

部分の１年を通じての比較人員を出しました。 

まず、風呂の合計でいきますと、２４年３月から２５年２月が５万２，８８１名、２５

年３月から２６年２月でいきますと、５万８名、ここでいきますとマイナス２，８７３名。

プールでいきますと、２４年３月からの部分が、７万９，７５０名、２５年３月から２６

年２月でいきますと、２万６，４４５名、ここで比較しますと４２４名の減ということで

ございます。それと、その他の施設でございますが、例えば、カラオケ、フィットネス、

トレーニングジム等の施設でいきますと、２４年３月から２５年２月で２万５７２名、２

５年３月から２６年２月でいきますと、２万２９０名、２８２名の減でございます。それ

をトータルしますと、２４年３月からが１０万３２２名、２５年３月から２６年２月が９

万６，７４３名、３，５７９名の減でございます。 

出口委員長 他の委員、質疑はございませんか。 
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中原委員。 

中原委員 ３点目にお聞きをした健康ふれあいセンターの利用者数の状況ですけれど、印象として

年々減少しているというような印象を受けたんですけれど、人口も少しずつ減ってきてい

るということもありますから、その影響もあるのかもわかりませんけれど、おふろの稼働

時間を減らして利用料が値上げをされて以来、右肩下がりの利用者数になっているんじゃ

ないかなと、ちょっと過去の数値も見て感じているところなんです。せっかくの貴重な町

としての財産ですので、有効に利用をしていただきたいと思うんですけれど、利用者数の

増大等について、事業者のほうに聞くことかもわかりませんけれど、町としてもいろんな

支援をして利用者数をふやすということが大切かと思うんですね。この問題について、町

として何か計画なりあるようでしたらお聞きをしたいと思います。 

出口委員長 古橋部長。 

古橋しあわせ創造部長 利用者数につきましては、先ほど担当課長から申し上げましたとおり、減

少傾向にございます。一つは委員ご指摘のように、人口も減っていますし、また、もう一

つは高齢化も進んでいるなという印象がございます。高齢化が進みますと、今まで利用さ

れていた方が利用されなくなる可能性が十分に考えられますので、それも一つの要因かと

考えられるところです。 

今現在、指定管理者によって企画の下に運営をしているという状況でございます。先ほ

どの補正予算の中でも債務負担行為の中でございましたけれども、平成２６年度までで、

今の指定管理の契約が切れると、新たな事業者について選定をして行っていく必要がある

ということでございますので、その企画提案によって集客を望めるような企画提案、それ

ときっちり施設を管理できるという、この両面、二つを照らし合わせて事業者を選定して

いきたいと考えているところでございます。 

出口委員長 中原委員。 

中原委員 予算書の５７ページについてお尋ねをしたいことがあるんですが、５７ページの賃金の

ところなんですけれど、減額されているようにお見受けするので、その理由をお示しいた

だきたいと思います。 

それから、５８ページの児童福祉総務費の中で、負担金補助及び交付金の中の説明で、

児童発達支援運営費補助金とありますけれど、これはどんな事業に使われるのかお聞きを

したいと思います。 

それから、同じく５８ページの児童福祉施設費ですが、この児童福祉施設費のところで
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は、保育所にかかわる経費が主かなと思うんですけれど、人員配置について一般職級が人

数でいうと１人増加というかっこうになるのかなと思って見ているんですけど、人員配置

についてはそういうことであるのか。 

それから、賃金については減少傾向にあるように感じているんですけど、これはどうい

ったことによるものなのかお聞きをしておきたいと思います。 

出口委員長 今の４点について、賃金から説明をお願いします。 

岸本副理事。 

岸本しあわせ創造部副理事兼子育て支援課長 児童福祉総務費の賃金についてご説明させていただ

きます。この予算については、総務費の一般管理費のほうで支弁するということでこちら

のほうは減額しています。 

２点目の負担金補助及び交付金のほうで、児童発達支援運営補助金１４万円の件でござ

います。これにつきましては、貝塚市にあるこどもデイケアいずみ自閉症児の支援センタ

ーに対する運営補助金でございます。 

３点目の児童福祉施設費の給料については、平成２６年度は２８人で、平成２５年は２

７人でした。この１名については、給食調理員の１名の増でございます。 

続きまして、臨時職員の賃金でございますが、平成２５年は４３名の臨時職員の配置で

ございました。平成２６年においては４１人で２名の減となっております。 

出口委員長 中原委員。 

中原委員 ５７ページの臨時職員賃金については、人の配置は変わらないけれど、お金の出どころ

が変わったというか、そう受けとめたらいいんでしょうかね。 

岸本しあわせ創造部副理事兼子育て支援課長 はい。 

中原委員 そう受けとめます。 

５８ページからの児童福祉施設費についてお尋ねをするんですが、この予算の中には、

保育所の保育時間の延長も反映されていると思って見てたんですが、臨時職員の賃金が減

っていたりということで、町から保育時間を長くするということで、持ち出しがふえるこ

とになるのかなって思ってたんですけど、そうはならないということなのでしょうか。保

育時間の延長については、子育て世代の大きなニーズにこたえるということで、非常にい

いことだと思ってるんですけれど、お金についてはどんなことになっているかなというの

が少し不安がありましたので、そのあたりのことをお聞きしておきたいと思います。 

それから、５９ページの委託料の中で、調理室排水施設清掃委託料、これは増額がされ
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ておりまして、以前、私が委員会の場でちょっと文句を言ったことで頑張ってくださった

のかなと、実態に見合う形で努力をはらっていただいたのかなとお見受けをしているんで

すけど、これは、緑ヶ丘にある調理室の階床の清掃の回数を２回にしたと受けとめたらい

いんでしょうか。そこまででお願いします。 

出口委員長 岸本副理事。 

岸本しあわせ創造部副理事兼子育て支援課長 １点目の臨時職員の賃金の件でございますが、月曜

から金曜の早朝で朝３０分、土曜日においては、朝３０分と夕方２時間の臨時職員の時間

延長の分をここに含んで計算しています。しかし常勤の臨時職員の保育士の減により金額

的には減額が大きくなっています。 

２点目の委託料の調理室排水施設清掃委託料でございますが、２回分の清掃委託料でご

ざいます。場所は、緑ヶ丘の調理場でございます。 

出口委員長 中原委員。 

中原委員 緑ヶ丘の調理室の排水施設の清掃については、実態に応じて回数をふやされたというこ

とで結構かと思いますけれども、施設の安全な管理・運営等に基づくものだと思いますが、

今後また、必要に応じてこの清掃の回数のみにかかわらず、必要な措置を講じていただく

ようにお願いしておきたいと思います。 

出口委員長 他の委員、ございませんか。 

中原委員。 

中原委員 予算書６０ページの児童遊園整備費についてお尋ねをします。賃金として、臨時職員賃

金と、それから委託料として草刈り委託料というのが設けられておりますけれども、これ

は仕事の内容が違うということなのでしょうか。 

それから、児童遊園の改修工事についても予算が設けられておりますけれども、どうい

ったことを改修工事として計画をされているのか、お聞きをしておきたいと思います。 

出口委員長 この３件について、岸本副理事。 

岸本しあわせ創造部副理事兼子育て支援課長 １点目の臨時職員の賃金については、町内の児童遊

園管理のための臨時職員でございます。１日６時間勤務で、雇用する予定でございます。 

２点目の草刈り委託料については、これはのり面のきついこう配のところの草刈りでご

ざいまして、職員や臨時職員では非常に危険なところでございますので、業者に委託して

草刈りを実施する委託料でございます。 

３点目の児童遊園の改修工事でございます。場所については、淡輪望海坂１号公園でご
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ざいます。現状は雨等によりグラウンドの真ん中のほうに幅１メートル、長さ６メートル

ぐらい掘れている状態になっています。この場所を改修するために、当初予算で計上して

工事をする予定でございます。 

出口委員長 中原委員。 

中原委員 予算書６１ページの乳幼児医療助成費について確認をしますが、これは、来年度から通

院医療において対象を拡充することが反映されての予算で間違いないかどうか。 

それから、実施時期については、何月からの実施になるのか確認をさせてください。 

それから、放課後児童健全育成費ですが、利用対象の年齢が拡充をされた後の利用者数、

登録数と、それから１日の平均利用者数その増加について、数の確認をさせていただきま

す。 

出口委員長 今の２点について、岸本副理事。 

岸本しあわせ創造部副理事兼子育て支援課長 １点目の乳幼児医療助成については、今回の当初予

算で、通院の部分の年齢拡充の分は含んでおります。実施時期については、７月実施を予

定しております。 

２点目の学童保育の人数でございます。平成２５年の登録数は、淡輪で９７名、深日で

２３名、多奈川で９名でございます。淡輪においては平均４５名の在室でございます。深

日、多奈川においては１６名の在室でございます。 

出口委員長 中原委員。 

中原委員 今、放課後児童健全育成費について、平均在室数ということで深日は１６名とおっしゃ

いましたけれど、これは深日と多奈川と合わせての数ということで確認をさせていただき

ます。 

この数の中で、小学校６年生まで対象を拡充したことによる増加は、何名分に当たるの

かお聞きをしたいと思います。 

出口委員長 岸本副理事。 

岸本しあわせ創造部副理事兼子育て支援課長 淡輪学童におきましては、４年生から６年生の高学

年が１７名でございます。全体の率でいいますと、１９．３％。深日、多奈川においては、

４人でございます。これも率に直しますと、１２．９％になっております。 

出口委員長 中原委員。 

中原委員 今おっしゃった数字は、平均在室数の中の数ですか、登録者の数ですか。 

岸本しあわせ創造部副理事兼子育て支援課長 登録者の数です。 
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中原委員 はい、わかりました。 

年齢が拡充されたことは、非常に結構なことだと。利用者、保護者の願いに応えるもの

だと認めるものですけれども、そのことに伴っての大きなトラブル等は発生してはいない

でしょうか。 

出口委員長 岸本副理事。 

岸本しあわせ創造部副理事兼子育て支援課長 今言われましたトラブル等の発生は、聞いておりま

せん。 

出口委員長 ほかに、ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 ないようですので、民生費の質疑を終わります。 

続いて、衛生費に入ります。 

予算書６３ページから７１ページをごらんください。 

ただし、６４ページの目、「保健衛生総務費」のうち水道課にかかるもの及び６５ペー

ジの目、「環境衛生費」のうち土木下水道課にかかるものは、他の委員会の所管ですので

除きます。 

質疑のほうを委員よろしくお願いします。 

豊国委員。 

豊国委員 １件ちょっとお聞きします。７１ページのし尿処理費の中で、委託料のうちし尿処理施

設土曜日運営委託料いうのが、２８６万円入っています。これの確認なんですけども、と

いうことは、平日月曜から金曜までが、この賃金の項目に上がっている嘱託職員賃金、こ

れが月曜から金曜日に行って、土曜日が業者にやってもらうと、日曜日は休みというよう

な認識でよろしいですか。 

出口委員長 波戸元課長。 

波戸元しあわせ創造部住民生活課長 し尿処理施設の土曜日につきましては、今、豊国委員おっし

ゃるとおり、月曜日から金曜日がこのし尿処理施設にある嘱託職員の賃金、ここで賄って

いる職員が従事し、土曜日につきましては業務委託を行っておりまして、業務委託の人員

は２人で運転をしております。この金額につきましては、２６年度におきまして、入札の

予定をいたしておりますので、その積算の金額で計上いたしております関係上、前年度と

差が出ているというものでございます。 

出口委員長 豊国委員。 
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豊国委員 臨時職員は、何人でやられています。嘱託職の。 

波戸元しあわせ創造部住民生活課長 嘱託職員のこの予算計上しております人数は、４名でござい

ます。実質、し尿処理施設に２名、埋立処分場に１名の３名という状況でございます。１

名の分につきましては、ごみの処理施設のほうで従事しておりますけれども、予算上は４

人で計上しております。 

豊国委員 はい、結構です。 

出口委員長 ほかの委員、質疑ございませんか。 

川端委員。 

川端委員 ６４ページ、１９負担金、補助及び交付金のところの岬エイフボランタリーネットワー

ク補助金１９万２，０００円のところでなんですけれども、これ、毎年１９万２，０００

円計上されています。これについては、婦人会がこの事業をいろいろ廃油を使ってせっけ

んづくりとかしてきたと思うんですけれども、今、深日の婦人会も２５年の４月から一応

休会になっていますし、また、そんな中で淡輪は婦人会はありますけども、どんなふうに

これしていくのかなっていうことをちょっとお尋ねしたいことと。 

あともう一つ、６５ページの環境衛生費の中の廃棄物減量等推進審議会委員報酬が１１

万８，０００円ついています。結局、この審議会も２４年の決算のときには、不用額でこ

の分落としていました。２５年度もどうもしていないようです。この２６年度は、ちゃん

としてくれるのかな、また、何をもってしてくれるのかなということをお尋ねします、二

つ。 

出口委員長 串山副理事。 

串山しあわせ創造部副理事長兼地域福祉課長 まず、１点目の岬エイフボランタリーネットワーク

補助金にお答えいたします。委員ご指摘のとおりこの補助金につきましては、淡輪地区、

深日地区の婦人会が母体組織としてございました。エイフボランタリーネットワークに登

録をいただいて岬町の健康づくりや環境衛生等にかかわる活動に従事をしていただいてき

た経過がございます。やはり、組織的に例年どおり運営をするのは非常に厳しいというこ

とで、両婦人会からご意見を伺っておりまして、２６年度につきましては、個人の女性の

方でそういった趣旨にご賛同いただき、活動をいただける方というのも把握をしておりま

すので、会則等を変えまして個人でエイフボランタリーネットワーク活動に賛同いただき、

組織的な活動していただける方向に見直しを図っていきたいと考えております。 

出口委員長 もう１点、廃棄物の件で。 



 

32 

波戸元課長。 

波戸元しあわせ創造部住民生活課長 廃棄物減量等推進審議会につきましては、平成２０年１２月

に一般廃棄物処理基本計画の策定ということで、町長から諮問を受けてこの審議会を設置

したものでございます。平成２０年度につきましては年４回開催し、答申を行っておりま

す。それ以降、ごみの有料化審議等でいろいろと経緯がございましたけれども、最終的に

は審議会につきましては開催をいたしておりませんでした。２４年度につきましても、ま

た、２５年度につきましても審議会に諮問するものにつきましては、特にはなかった、開

催がなかったということで、予算につきましては不用額と計上させていただきました。 

現在、２６年度につきましては、この一般廃棄物処理基本計画自体の計画年度が２０年

度から１０年間ということで、そのおおむね中間年度に当たりまして見直しをするという

ことで１年ほどおくれましたけれども、２６年度においては、この一般廃棄物処理基本計

画を見直すという予定が一つございます。 

それと、環境省のほうから新たにリサイクルということで、小型家電のリサイクルの方

法であったりというのが新しく出ておりますので、その取り扱いであったり、また、本町

のごみの減量化、また、不燃ごみの現在行っております無料の収集とかもありますので、

当初計画を定めた時期よりも情勢が変化しておりますので、それに対応した、また将来に

向けた基本計画というのを策定する必要がある、見直しを図るということで、本年度につ

きましては、開催を予定しているという状況でございます。 

出口委員長 川端委員。 

川端委員 このエイフボランタリーネットワークのことですけども、そしたら、この２６年度にお

いては、それぞれ、今までやったら婦人会という一つの団体組織が行っていたのを、この

２６年度はそれぞれ個人的に登録という形で取ったらいいのかな。また、もしも個人的に

登録するんだったら、どんなふうにして皆さんを集めるのかなっていうことをお聞きしま

す。 

あと、この廃棄物のほうはしっかりと、いっぱい言いたいこともあるんですけども、し

っかり頑張ってやっていただきたいなということで、また言いたいことはまた別の機会に

言わせていただきます。 

出口委員長 串山副理事。 

串山しあわせ創造部副理事長兼地域福祉課長 岬エイフボランタリーネットワークの２６年度の方

向性ですが、深日地区につきましては、やはり組織として登録するのが難しいということ
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でございます。淡輪地区の婦人会につきましては、まだそこまで組織的なものがだめとい

うことではないので、淡輪の婦人会を母体としまして、深日地区の婦人会の方につきまし

ては個人的に登録をしていただくということで、会則を見直しまして趣旨に賛同いただけ

る方々で、もう一回再編成をするといったらいいんでしょうか。せっかく歴史の長い活動

ですので、新しい若い女性の方にも入っていただけることを期待し、また、公募するなり

しながら組織の拡充を図っていきたいと思います。 

出口委員長 ほかに委員、質疑ございませんか。 

中原委員。 

中原委員 予算書の６３ページ保健衛生総務費についてお尋ねをします。 

妊婦一般健診について、この予算に今回の思い切った拡充も反映されているものという

ふうに思うんですけれど、ちょっと実際の利用の仕方についてわかりにくい部分があるの

でお聞きをしたいと思います。 

今回、フリー券っていう言葉が使われていて、ちょっとどういうふうに利用を実際され

ることになるのか、よくわからないのでお聞きをしておきたいと思います。 

それから、予算書の６７ページ、保健事業費についてお尋ねをします。 

委託料の集団検診と個別検診とありまして、これは各種のがん検診にかかる費用の関連

だと思いますけれども、これについても、今年度からでしたか料金を思い切って引き下げ

て受診しやすくされたという経緯があったと思います。この措置については、来年度にお

いても継続するということでよかったでしょうか。 

それからもう一点ですが、７０ページの説明の上のほうにある項目で、ごみ処理施設改

善計画策定業務委託料とありますけれど、これは新規の事業のようですので、この業務の

委託先、それから委託する内容について確認をさせていただきたいと思います。 

出口委員長 串山副理事。 

串山しあわせ創造部副理事長兼地域福祉課長 まず、１点目、６３ページ妊婦一般健康診査委託料

でございます。内容につきましては、２６年度よりお一人当たり１１万６，８４０円とい

うことで、国が示す基準額を助成していく方向です。具体的に申し上げますと、受診券方

式といたします。 基本となる１４回の受診券の１回当たり単価を５，０００円、そして、

５，３００円のフリー券を６枚、そして、１万５，０４０円のフリー券を１枚、合わせて

２１枚の受診券つづりを妊婦さんに母子手帳交付時にお渡しをしてまいります。フリー券

ですけれども、これまで超音波検査という形で特定をしておりましたけれども、超音波を
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含めてその方に応じて、別の、例えば、血液検査ですとか妊娠経過に必要な検査にお使い

いだけると考えております。また、フリー券の１万５，０４０円につきましては、初回ま

たは２回目、これが最も血液検査や検査項目が多くなりまして、妊婦さんにとっては、高

額な費用となると医療機関のほうから伺っております。ですので、検査項目を特定する方

式からフリー券といった形に変えまして、妊婦さんに応じてお使いいただけるようにして

まいります。 

それから、２点目、６７ページの集団検診委託料、そして個別検診委託料でございます

が、検診につきましては、委員ご指摘のとおり２５年度から自己負担の引き下げを行って

おります。２６年度につきましても、引き続き引き下げを行った受けやすい設定といたし

まして継続をしてまいります。 

出口委員長 波戸元課長。 

波戸元しあわせ創造部住民生活課長 ごみ処理施設の改善計画策定業務委託料につきましては、今

年度２６年度で初めて計上させていただいたものでございます。ごみ処理施設につきまし

ては、昭和６１年４月から稼働しておりまして、また、平成１２年に排ガスの関係で基幹

改造を行い現在に至っております。基幹改造を行ってからも、既に１３年が経過しており

ます。また、当初から既に２５年以上経過しておりますので、非常に老朽化しているとい

う状況でございまして、毎年２回の定期点検あるいは補修を行いながら、何とか焼却を維

持してきました。ここでこれから先どのぐらいの期間このごみ処理施設を使ってごみが処

理できるかというところが非常に担当としても不明なところでございますので、ごみ処理

施設の状況、今の状況について性能を維持するために、どのような改造が必要なのか、あ

るいは炉の状況がどうなのかというところを第三者機関に検査をしていただこうというこ

とで、この２６年度にそういう検査、診断というんですか、施設の診断を行うと。業者に

つきましては、そういう日本全国で焼却施設の診断を実績のあるところで選定をしたいと

いうように考えております。 

出口委員長 中原委員。 

中原委員 三つ目にお聞きしたことですけれど、業者の選定は、まだこれからということでしょう

か。 

出口委員長 波戸元課長。 

波戸元しあわせ創造部住民生活課長 予算の計上に当たって、参考とした業者はございますけれど

も、正式に委託をする委託先というのは、正式には選定をしておりません。２６年度の予



 

35 

算、４月以降に選定をする予定でおります。 

出口委員長 中原委員。 

中原委員 参考までにお聞きしますが、その業者の選定に当たっては、お願いする先は随意である

のか、入札等に基づいて行うのかお聞かせいただけますか。 

出口委員長 波戸元課長。 

波戸元しあわせ創造部住民生活課長 業者の選定に当たりましては、指名の場合審査会もございま

すので、審査会に提案ということもございますので、そういう方法で業者を選定したいと

考えております。 

出口委員長 ほかに、質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

ちょっとご理解いただきたいのですけども、土木費に入りますけれども、これを終えま

すと、一応区切りがつきますので、正午を越えておりますけれども協力願いたいと思いま

す。 

ないようですので、衛生費の質疑を終わります。 

続いて、土木費に入ります。 

予算書８０ページ、土木都市計画総務費のうち住民生活課に係るものをごらんください。 

質疑ございませんか。 

中原委員。 

中原委員 路線バスの運行事業者補助金にかかわってお尋ねをします。来年度においては、乗車状

況の把握等の調査は予定しておりますでしょうか。以前一度実際に職員がバスに乗り込ん

で詳細にわたって、実態調査をされたという報告聞きましたけれども、来年度については、

そういう計画はありますか。 

出口委員長 古橋部長。 

古橋しあわせ創造部長 ２４年の５月に１回と、これは町の職員が全便乗り込んで調査を行いまし

た。そして、年が明けて２５年の３月に、これは事業者のほうで町がやった方法と同じ方

法で実施をしております。今現在、２回ですけれども、町としてもその年度において、町

が１回、そして事業者が１回という形でできる限り乗車、このデータを積み重ねていきた

いということを今考えているところでございます。 

出口委員長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
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出口委員長 ないようですので、土木費の質疑を終わります。 

以上で、一般会計歳出の質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。 

討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 ないようですので、討論を終わります。 

中原委員。 

中原委員 本委員会に付託をされました来年度予算については、全く文句がないというわけではあ

りませんけれども、非常に前向きと感じられるものが多数含まれているとお見受けいたし

ましたので、賛同したいと思います。 

追加して、子育て世帯臨時特例給付金等、大変ご苦労なさることだと思いますけれども、

申請に基づくものでありますので、漏れ等が発生しないように努力をしていただきたいと

あわせて要望しておきたいと思います。 

出口委員長 ほかに反対討論、賛成討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 ないようですので、討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第４号、平成２６年度岬町一般会計予算の件のうち、本委員会に付託された案件に

ついて、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

出口委員長 満場一致であります。 

よって、議案第４号のうち、本委員会に付託された案件は可決されました。 

では、お諮りいたします。 

暫時休憩に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

次の開催時間は１３時１５分ということでお願いしたいと思います。 

出口委員長 暫時休憩いたします。 

（午後０時０５分 休憩） 

 

（午後１時１５分 再開） 
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出口委員長 休憩前に引き続き会議を開催いたします。 

お諮りします。 

本日３月１１日は、東日本大震災から３年目に当たり、午後２時４６分に哀悼の意を表

するために、黙禱をささげたいと思いますので、２時半になれば一度暫時休憩を取りたい

と思いますので、よろしくご理解のほどお願いいたします。 

議案第５号、平成２６年度岬町国民健康保険特別会計予算の件を議題といたします。本

件については、本会議で説明を行っておりますので、理事者側の説明を省略したいと思い

ます。 

よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

出口委員長 では、予算書１１０ページから１３９ページをごらんください。 

質疑ございませんか。 

中原委員。 

中原委員 予算書の１１９ページ、毎回お聞きをしておりますけれども、保険料の来年度の見通し

について、まずはお聞きしたいと思います。今年度については、さまざまな努力も払われ

て、住民の願いに精いっぱい答えていただいたという結果となったと思いますけれども、

来年度についてはどのような見通しかお聞きしたいと思います。 

それから、１２３ページの諸収入、特定健診等受診料にかかわってお聞きをいたします。

特定健診につきましても、現状のまま自己負担額については、現状の負担を維持するとい

うことに来年度もそうなるのかどうかお聞きしたいのと、それから受診率については、増

加傾向ということは以前からお聞きをしておりました。１年前のときにもそんなようにお

聞きをしましたけれども、その後の推移はいかがか、特定健診にかかわってもお聞きをし

たいのと、１ページ戻りますけれども、１２２ページ１番上の財政調整交付金のところで、

特別調整交付金が増額見通しであるように計上されておりますけれども、その要因等があ

りましたらお聞きしておきたいと思います。 

出口委員長 この３点について、松井課長。 

松井しあわせ創造部保険年金課長 まず１点目。保険料はどうなるかということですが、平成２５

年度と平成２６年度、予算ベースで比較して、１人当たりの保険料で見ますと、平成２５

年度で１１万９，０００円、平成２６年度では、１２万４，０００円で、一人当たり５，

６００円の増額となっています。このことから見ますと、保険料が上がるという結果にな
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っております。ただし、保険料の計算につきましては、毎年６月に直近の被保険者数、世

帯数、また、その被保険者に係る所得の状況をもとに、また医療費についても、直近のデ

ータをもとに医療費の推移を見て、保険料の料率を決めていきたいと思っています。 

次に、２点目の特定健診の件につきましては、平成２６年度においても、個別健診につ

きましては５００円の負担、集団健診については無料。あと検査項目についても平成２４

年度で追加項目をした同じ検査項目で２６年度も実施していきたいと考えております。あ

と受診率につきましては、平成２４年度で２１．３％の受診率で、前々年度の平成２３年

度では１８．７％から上昇しています。平成２５年度におきましても、直近の数字を見ま

すと、平成２４年度と同じ２１％程度の受診率になろうかと考えております。 

１２２ページの特別調整交付金につきましては、療養給付費負担金の定率が、以前３

４％から３２％に２％減少しています。その２％につきまして、府の特別調整交付金にそ

の２％を充てるという形になっておりますので、その２％分がこの特別調整交付金に反映

しているということです。 

出口委員長 中原委員。 

中原委員 保険料については、まだ明確な数値については示せない時期ではあると思いますけれど

も、直近のデータを見てということでありますが、軽減に努力をしていただきたいと思い

ます。 

予算書の１２４ページの歳出の一般管理費についてお尋ねをいたします。一般職給３人

ということになっておりますが、これは１名減じるという予定であるのか、確認をしたい

というのが１点目と、同じページの委託料の中の保険年金課国保システム改修委託料につ

いてお尋ねをします。このシステム改修については、このあと審議をされる岬町国民健康

保険条例の一部を改正する件の内容についてのシステム改修ということなのでしょうか。 

１３０ページの人間ドック負担金についてお聞きします。１番上に保険事業費として人

間ドック負担金が計上されておりますけれども、これは助成額が半減したまま、来年度に

おいても推移すると受けとめべきものであるのか。増額をこれまで求めてきたものであり

ますけれども、やはり減額したまま計上されているのか確認したいということと、人間ド

ックの受診者数についてお聞きをしておきたいと思います。人間ドックと脳ドック、２種

類について受診者数をお示しください。 

出口委員長 古橋部長。 

古橋しあわせ創造部長 まず、職員数でございますが、２５年度の当初予算が４名、２６年度の当



 

39 

初予算が３名という形で１名減という形になります。ただ、１２月議会で審議いただいて

議決いただきました補正予算で、実質１名減をしておりまして、現員は３人で国保特会に

計上いたしておりますので、当初予算から見れば１名減していますけども、実員として計

上いたしておりますので、新たな増減はないということでございます。 

出口委員長 松井課長。 

松井しあわせ創造部保険年金課長 ２点目の一般管理費のシステム改修の内容ですけれども、平成

２６年度の法改正に伴うシステム改修です。まずは、前期高齢者の負担金の割合の変更に

伴う改修及び平成２７年１月に予定しています高額療養費制度の見直しに伴うシステム改

修になっています。 

３点目の人間ドックの負担金につきましては、平成２６年度においても、人間ドック、

脳ドック１件当たり２万７，０００円の助成を考えております。あと、人間ドックの受診

件数ですけれども、平成２５年度の予定で人間ドック７５件、また脳ドックでは２５件で

す。なお、この人間ドックの助成に関しては、２万７，０００円に減額をさせていただい

た経緯は、近隣の人間ドックの平均が３万８，０００円の７割負担というのが２万７，０

００円の示させていただいた金額になっております。人間ドックの受診のほうもＰＲはさ

せていただきながら受診の向上に努め、特定健診の受診率の向上についても、機会を通じ

てＰＲをさせていただきながら、早期発見、早期治療に向け、努めていきたいと考えてお

ります。 

出口委員長 ほかの委員さんは、質疑ございませんか。 

中原委員。 

中原委員 国保システム改修について、１２４ページのところですけれども、今説明いただいたの

ですけど、内容がよくわからないので、もう少し詳しく説明をしていただいていいですか。 

出口委員長 松井課長。 

松井しあわせ創造部保険年金課長 まず、前期高齢者の負担金の割合の変更ですが、平成２６年４

月２日以降、７０歳になられる前期高齢者の方につきましては、現行特別措置という形で

１割負担として減額しておりますが、その方については２割負担をお願いすることになっ

ております。あと平成２７年１月、高額療養費の制度の見直しですが、低所得者に対する

限度額が減額される制度に加え、一般に係る負担限度額が所得の幅が広いということで、

それを細分化する改正になっております。非課税世帯と比べて、余り所得の変わらない住

民税均等割の課税世帯の方についても、一般と同じ扱いということで１カ月の上限が８万
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１００円という制度になっているところを細分化して減額する。また、現役並み所得者に

対しては、反対に負担をお願いするという改正内容になっておりまして、その負担区分に

係る改修になっております。 

出口委員長 中原委員。 

中原委員 そしたら、最初に聞きましたけど、あとに控えている条例改定については、この特別会

計には特にどこにも載ってないということなのでしょうか。載っているとすれば、保険料

というところで載ってくるということになるのですか。特段のシステム改修とかは必要な

いのですか。 

出口委員長 松井課長。 

松井しあわせ創造部保険年金課長 この後、条例改正の審議をいただく内容については、システム

改修の必要がない項目となっております。 

出口委員長 中原委員。 

中原委員 ということで言いますと、反映されているものがこの中にあるとすれば、保険料という

ところにあたるということですか。 

出口委員長 松井課長。 

松井しあわせ創造部保険年金課長 今回この条例改正に伴うこの当初予算に反映されているかとい

う部分ですけれども、予算編成時には条例改正に伴う影響額が明確ではなかったため、今

回この当初予算には反映できておりません。今後影響が出てくる場合につきましては、補

正予算という形でお願いすることになるかなと思います。 

出口委員長 中原委員。 

中原委員 そうなりますと、大きく変わるということもあり得るんでしょうか。この予算が。 

出口委員長 松井課長。 

松井しあわせ創造部保険年金課長 今回条例改正に伴う影響額につきましては、現時点で具体的な

金額面が出ておりませんので、今のところお答えすることはできないのですが、実際、保

険料が本算定に基づいて決定された際に、その時点では影響額が出るかなと思っておりま

す。 

出口委員長 古橋部長。 

古橋しあわせ創造部長 まず、大きく今度の条例改正で後ほど審議していただく議案の中には、高

額所得者の賦課限度額の引き上げ、それと先ほどからご指摘いただいています政令軽減の

部分が出てきています。政令軽減の部分につきましては、先ほど担当のほうから申し上げ
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ましたとおり、７月の本算定をもって保険料を確定しますので、その段階できちっとした

数字が出てきます。ただ、その部分につきましては、国、府、それと一般会計からの繰入

金で実質賄って、国保特会の持ち出し、保険料に転嫁するという部分はございませんので、

その辺、ご理解をいただきたいと思います。 

出口委員長 よろしいです、ほかに聞きたいことはあります。 

中原委員 聞きたいことは聞いたと思います。 

出口委員長 ほかの委員さん、ございませんね。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 ないようですので、質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。 

討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 ないようですので、討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第５号、平成２６年度岬町国民健康保険特別会計予算の件について、原案のとおり

可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

出口委員長 挙手多数であります。 

よって、議案第５号は、本委員会において可決されました。 

議案第６号、平成２６年度岬町後期高齢者医療特別会計予算の件について、議題といた

します。 

本件について、本会議で説明を行っておりますので、理事者の説明を省略したいと思い

ます。 

よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

出口委員長 では、予算書１４０ページから１５０ページをごらんください。 

質疑はございませんか。 

中原委員。  

中原委員 後期高齢者の広域連合での議論について、少しお尋ねをしたいのですけれど、来年度か

ら第４期ということで、保険料が算定されたということだったかなと思います。現時点で
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は、保険料が値上がりするということが示されていたかなと思うんですが、それはそうで

したでしょうか。 

出口委員長 松井課長。 

松井しあわせ創造部保険年金課長 今回、第４期ということで平成２６年度、２７年度の保険料が

示されました。被保険者均等割で５万２，６０７円と前期に比べますと７７９円増加して

おります。また、所得割につきましては、１０．４１％ということで前期に比べまして０．

２４％の上昇。あと限度額につきましては５５万円から５７万円の２万円増額しておりま

す。ただし、広域連合から資料をいただいている中で、過去２年間の平均保険料が８万３，

９８８円で、今回の１人当たり平均保険料が８万３，９７３円ということで、伸びは実質

０％と聞いております。この分につきましては、国保と同様、後期高齢者医療についても

低所得者に対する負担の軽減の拡充が図られるということで、その軽減の拡充が図られた

後の金額を比較して、伸び率は実質０％と聞いております。 

出口委員長 中原委員。 

中原委員 今の説明でいきますと、低所得者対策、国の政策ですけれど、それが行われたことで実

質の伸びは０％ということですかね。 

出口委員長 松井課長。 

松井しあわせ創造部保険年金課長 はい、そのとおりです。 

出口委員長 中原委員。 

中原委員 この広域連合については、岬町の議会とは少し離れたところにあるというか、直接なか

なか議論にかかわりづらいところでもありますので、そのことそのものに私は問題を感じ

ているんですけども。低所得者対策のことが今述べられまして、それがなければ増額にな

っていたということも事実なわけですね。このことに対して、この保険料算定のときに、

なるべく保険料が値上がりしないようにということで、連合議会としてもいろいろな努力

が図られたところではあるんですが、過去に行われていた大阪府の安定化基金からの拠出

の問題があるんですね。過去にはそこからの取り崩しを行うことによって、保険料を抑制

してきたと。他府県と比べても高い保険料でありますから、抑制をするための努力を行っ

てきたところ、４期についてはそれを行わないという意思表示があったというような経緯

についてはご存じでしょうか。 

出口委員長 松井課長。 

松井しあわせ創造部保険年金課長 広域連合議会の中で、その内容を受けて意見書という形で可決
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されたと聞いています。大阪府に対して、保険料の抑制のためにその基金を活用するよう

意見書が出たというのは存じております。 

出口委員長 中原委員。 

中原委員 よく詳細をご存じなようで。そういう要望というか、意見書が採択された後のことなん

ていうのはご存じですか。 

出口委員長 松井課長。 

松井しあわせ創造部保険年金課長 そこまでは把握しておりません。 

出口委員長 中原委員。 

中原委員 私もその後のことは知らないのですけど、知らないということは恐らく、大阪府の態度

は変わってないということだと思うんですよ。今回たまたま、たまたまというべきかどう

か、国が低所得者対策を行うということで、実際の保険料は増額にはならないということ

になりましたけれど、その手だてがなければ負担がふえているわけですね。そのことに対

して、私は大阪府が、この基金を取り崩して保険料負担を抑制するというのが当然の姿勢

だと思いますけれど、どうもそういう方向には向いていないようなので、ぜひこのことに

ついては、町としてもこの基金の繰り出しを行うべきだと、拠出をして活用して、今実質

の伸び率は０％だけれど、この拠出があれば、引き下げも実現できたことだと思うんです

よね。ですので、そういった意思表示を大阪府に対して声を上げていただきたいと思いま

すけれど、そのことについてはいかがでしょうか。 

出口委員長 古橋部長。 

古橋しあわせ創造部長 先ほど、この保険料の決定、またあるいは、この広域連合議会での附帯決

議というんですか、意見書につきましては、先ほど担当課長のほうが述べたとおりでござ

います。 

広域連合につきましては、大阪府の府下市町村全団体が加入をしているということもご

ざいまして、そのうち岬町については、町村会というのもございますので、その町村会等

で他の構成団体と協議をしながら、要望になるのか、意思表示をしていくのかということ

も含めて、検討させていただきたいと思っております。 

出口委員長 中原委員。 

中原委員 附帯決議ではなくて、意見書です。 

出口委員長 ほかの委員さん、ございませんね。 

（「なし」の声あり） 
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出口委員長 ないようですので、質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。 

討論ございませんか。 

中原委員。 

中原委員 今回については、期待も込めて賛同したいと思います。今、意見書のことを申し上げま

したけれど、今回については先ほど、要因については私は容認しがたいと思っていること

はあるんですが、低所得者対策によって実質の保険料が抑えられたということが示された

ところであります。期待をするというのは、大阪府に対してしっかりとものを言っていた

だきたいということについての期待であります。他団体とも足並みをそろえてといったよ

うな言葉がありましたけれど、ぜひこのことについては、岬町として主体性を持って、率

先をして、この安定化基金の拠出をしてほしいと国に対して意見を町としても述べていた

だきたい。そのことが岬町にお住いの後期高齢者医療に加入させられている方々に対する

責任だと私は思いますので、毎回、この予算については反対をしてまいりまして、この制

度そのものは一刻も早くやめるべきだということには変わりはありませんが、今回につい

ては、今申し上げた理由に基づいて反対はしないということにいたします。 

出口委員長 ほかに反対、賛成討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

ないようですので、討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第６号、平成２６年度岬町後期高齢者医療特別会計予算の件について、原案のとお

り可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

出口委員長 満場一致であります。 

よって、議案第６号は、本委員会において可決されました。 

議案第９号、平成２６年度岬町介護保険特別会計（保険事業勘定）予算の件を議題とい

たします。 

本件については、本会議で説明を行っておりますので、理事者の説明を省略したいと思

います。 

よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 
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出口委員長 では、予算書１８６ページから２１５ページをごらんください。 

質疑ございませんか。 

中原委員。 

中原委員 予算書の１９９ページ、給料の欄についてお尋ねをいたします。 

一般職給が１人減っているのかなと思っているのですけれど、そのことについて来年度

については１人減らすということになるのかお聞きをします。 

２０３ページの介護予防事業費の中で、一次予防事業の賃金について増額しているのか

なと思っているんですけれど、この要因等についてお示しをいただきたいと思います。 

２０４ページの介護予防ケアマネジメント事業費の中で、今年度においては予算審議の

ときに、賃金という項目があったんですが、これが今回削られているようなんですけれど、

それはどういったことであったかお聞きをしたいと思います。 

質問し直します。一般職については、１個目の質問はそのまま質問しますけど、２つ目

以降については、今私が申し上げた以外のところでも、どうも、なんか賃金ですから臨時

職員の方の賃金なんですが増減というか、そういうことが見受けられるんですね。以前な

かった嘱託職員の賃金が加わっていたりとか、いろいろありますので、今の人員配置と異

なる点があるとすればどういった点なのか、それはどういうことに基づいてそのような人

員配置になっているのかお聞きをしたいと思います。 

出口委員長 古橋部長。 

古橋しあわせ創造部長 まず、１点目の職員数でございます。職員数につきましては、先ほどの国

民健康保険特別会計と同様の理由でございまして、２６年度の当初予算については、介護

保険で支弁する職員数について、現員で計上いたしております。当初予算どうしで比べま

すと１名減となっておりますけれども、これも先ほどと同様に、１２月の補正予算の際に

１名減をして現員にしているところでございまして、実質の職員数には差異がございませ

ん。 

賃金につきましても、委員いろいろご指摘をいただきましたけれども、減っているとこ

ろ、ふえているところございますが、相対的な人員については、２５年度と変わらないと

いうことでございます。 

出口委員長 中原委員。 

中原委員 今、１点目で、実質の職員数の変化はないということですけど、それは現時点における

職員数の状況、数が変化がないということで、今年度の前半といいますか、途中までとは



 

46 

変わるわけですね。１人減ってしまうということですね。 

出口委員長 古橋部長。 

古橋しあわせ創造部長 ２５年度、毎年そうなんですけれども、その当時の人件費、職員数で予算

を計上しております。４月に人事異動がございますので、その人事異動に伴う調整を１２

月の補正予算で増減をしているというところでございます。したがいまして、２５年の４

月１日現在では、もう３人の体制でこの介護保険の特会から支弁をしておりましたけれど

も、予算上は１２月の補正時期まで４人として残っているというところでございます。 

出口委員長 中原委員。 

中原委員 予算上はタイムラグが出るというか、そういうことですね。一般職以外の方についても、

人員配置、数については変わりないということでありましたけれど、その配置されている

部署といいますか、そういうことについても変わりがないということですか。そうだとす

ると、これは予算の構成の仕方が少し変わったということでしょうか。 

出口委員長 古橋部長。 

古橋しあわせ創造部長 委員おっしゃるように、先ほどもご回答させていただきましたが、臨時職

員の人員数総数は変わりません。ただ、事業を構成する上において、例えば、２５年度に

つきましては、主任ケアマネは正職員が務めておりまして、社会福祉士については臨時職

員がやっていたということがございます。ただ、２６年度につきましては、それを振りか

えまして、主任ケアマネを臨時職員に社会福祉士を正職員に振りかえると。こういう配置

を考えておりまして、それによって予算に計上する費目が変わってくるということになり

ますので、総数的には変わりませんが、費目によって増減が起きているというところでご

ざいます。 

出口委員長 中原委員。 

中原委員 ２０６ページの負担金補助及び交付金のところにある成年後見制度利用支援事業補助金

について、説明をいただきたいと思います。 

出口委員長 池下課長。 

池下しあわせ創造部高齢福祉課長 こちら平成２５年度までは報償費として予算計上しておりまし

て、これは何かといいますと、成年後見人を利用されている方の毎月の後見人さんに払う

費用をこれまでは報償費で支払っていたのですが、これ税務当局からの指摘がございまし

て、報償費じゃなくて補助金じゃないかということで、補助金に科目替をしております。

こちらの予算ですが３名の予算で計上のほうをしております。 
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出口委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

ないようですので、質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。 

討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 ないようですので、討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第９号、平成２６年度岬町介護保険特別会計（保険事業勘定）予算の件について、

原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

出口委員長 満場一致であります。 

よって、議案第９号は、本委員会において可決されました。 

議案第１０号、平成２６年度岬町介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）予算の件

を議題といたします。 

本件について、本会議で説明を行っております。理事者の説明を省略したいと思います

がよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

出口委員長 では、予算書２１６ページから２２８ページをごらんください。 

中原委員。 

中原委員 予算書の２２３ページ、諸収入、雑入についてお尋ねをいたします。 

大阪市立大学との協力というか、そういった事業については、事業というか研究への協

力というか、そういうことはもう終了するということなのかなと思うんですけど、来年度

に載ってないので。そのかわりかどうかわかりませんけど、実習生の受け入れ協力金とい

うのがありまして、これはどういったことを行うのか、参考までにお聞きしておきたいと

思います。 

出口委員長 池下課長。 

池下しあわせ創造部高齢福祉課長 実習生の受け入れの件でございますが、社会福祉学部の学生さ

んの社会福祉士を養成する学校なんですが、１カ月の実習を義務づけられておりまして、

その受け入れに対する実習協力金になっております。一応、２名の予算を計上しておりま
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す。 

出口委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

ないようですので、質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。 

討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 ないようですので、討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第１０号、平成２６年度岬町介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）予算の件

について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

出口委員長 満場一致であります。 

よって、議案第１０号は、本委員会において可決されました。 

議案第１５号、泉佐野市と岬町との間の休日診療事務委託に関する規約の変更に関する

協議の件を議題といたします。 

本件については、本会議で説明を行っておりますので、理事者の説明を省きます。 

よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

出口委員長 質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

ないようですので、質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

ないようですので、討論を終了いたします。 

続いて、採決を行います。 

議案第１５号、泉佐野市と岬町との間の休日診療事務委託に関する規約の変更に関する

協議の件について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

出口委員長 満場一致であります。 
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よって、議案第１５号は、本委員会において可決されました。 

議案第２３号、岬町老人憩の家の条例の一部を改正する件を議題といたします。 

本件については、本会議で説明を行っておりますので、理事者の説明を省略したいと思

います。 

よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

出口委員長 質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

ないようですので、質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。 

討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

ないようですので、討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第２３号、岬町老人憩の家条例の一部を改正する件について、原案のとおり可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

出口委員長 満場一致であります。 

よって、議案第２３号は、本委員会において可決されました。 

議案第２４号、岬町国民健康保険条例の一部を改正する件を議題といたします。 

本件については、本会議で説明を行っておりますので、理事者の説明を省略したいと思

います。 

よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

出口委員長 では、質疑はございませんか。 

中原委員。 

中原委員 本条例の改定案については、賦課限度額の引き上げという負担がふえるということと、

それから低所得者対策ということで負担が減るということが同時に示されているわけなん

ですね。そのことの影響について詳しくお聞かせをいただきたいと思います。 

１つ目は、賦課限度額の引き上げの影響。負担がふえる。この国保の加入者の中に限り
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ますけれども、比較して高額な所得とみられる方について負担がふえるということになり

ますけれども、その影響はどのように出るのか。世帯数、人数等把握しておられる範囲で

お答えいただきたいということが１点目です。 

それからもう一方の軽減される世帯についても、数について確認をさせていただきます。 

出口委員長 ２点について、松井課長。 

松井しあわせ創造部保険年金課長 まず、限度額引き上げに伴います影響についてですけれども、

平成２５年度の料率算定時における試算の中で、支援金分で限度額超過世帯については６

８世帯、介護分については７９世帯の対象世帯がありました。支援金分でその世帯それぞ

れ２万円増額と仮定しまして、影響額が約１３６万円の保険料の増額になります。その増

額された分につきましては、中間所得層、所得割が課される世帯に配分されまして、所得

割の率が下がるという形になります。実際に、試算してみますと、支援金の所得割の率が

現行２．５７％に対して、その影響によって０．０６％の減少が見込まれ、２．５１％に

なるであろうと考えております。介護分においても、同じような所得割率の減率が見込ま

れるのではないかと考えます。 

続いて、低所得者に対する負担軽減についてですが、今回、法定軽減の７割、５割、２

割の３つのうち、今回改正されるのは２割軽減と５割軽減に対しての軽減措置であります。

今回、軽減がかかってなかった世帯が、この軽減の拡充によりまして、２割軽減になる世

帯、直近の世帯数から試算してみますと、１６７世帯が増加する見込みです。また、２割

軽減から５割軽減に割合が拡充される世帯については、１４８世帯の増加が見込まれます。

実際、全体の世帯数から見て、非軽減の世帯の割合は、現行では４８％の割合で非軽減世

帯があります。今回のこの拡充によりまして、非軽減世帯が４３％に減少し、軽減がかか

る世帯数がふえる見込みと考えております。 

出口委員長 中原委員。 

中原委員 今軽減について、具体的な数に基づいてご説明をいただきましたけれど、これをはじき

出すのはご苦労があったと思いますけど、そうですか。 

出口委員長 松井課長。 

松井しあわせ創造部保険年金課長 実際、保険料を計算する際にはシステムに基づいて計算するわ

けですけれども、このように仮説を立てて試算するというのはシステム上できません。今

回、２月末時点の賦課の状況をシステムから切り出しまして、一世帯ずつシミュレーショ

ンしたということで、少し時間がかかりました。 
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出口委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 ないようですので、質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。 

討論ございませんか。 

中原委員。 

中原委員 先ほど、質疑の始めで申し上げたとおり、この条例の中には負担増と負担軽減と、私に

とっては悪いことと、いいこと両方が混在していると考えているんです。というのは、比

較的高額な所得者である階層に負担をふやすということでありますけれども、国保の加入

者の高額所得というのは、私は決して高額な所得ではないと思っているんです。ですので、

全体が非常に所得については厳しい状況にある方々が全体を占めているのに、その中で比

較をして、比較的高い水準にある方から負担をふやして、中間所得層に配ると。そのこと

については、私は負担をふやすということだと考えますので、なかなか岬町にはおられま

せんけれども、日本全国を見てですよ、もっと高額な方からきちんと負担がいただけるよ

うな仕組みとか、そういうことを考えるべきだと思うんです。これは国に対して私は思っ

ていることですけれど、そういうことをしないで、経済的に弱い人たちが大半を占めてい

るところでこういうことをしても、なかなか根本的な改善にはならないだろうということ

で、負担額の引き上げについては、私は大きな疑問を持っているんです。ただ、今示され

たとおり、軽減については非常に多くの方が恩恵という形での影響を受けるということで、

これまで軽減がかからなかった方については、支援分においては２割軽減が１６７世帯ふ

えるということ。２割軽減であった方が５割軽減になるという方が支援については１４８

世帯、介護についてもそれぞれ数がありますけれども、この恩恵に重きをおかざるを得な

いなと思いますので、反対はしないという立場をとりたいと思います。あわせて少し時間

がかかったと、先ほど、この作業を行うのに時間かかったとおっしゃいましたが、１件１

件実態を見つつ、どのような恩恵が出てくるのかということについて、大変なご苦労をい

ただいて、数を算出していただいたということにも配慮して、このたびは賛同せざるを得

ないと思います。 

出口委員長 ほかに賛成・反対討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 ないようですので、討論を終わります。 
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続いて、採決を行います。 

議案第２４号、岬町国民健康保険条例の一部を改正する件について、原案のとおり可決

することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

出口委員長 満場一致であります。 

よって、議案第２４号は、本委員会において可決されました。 

以上で、本委員会に付託を受けました議案１０件の件については、全て議了しました。

本日の審議経過並びに結果については、次の本会議において委員長報告を行いますので、

委員の皆様方のご協力をお願い申し上げます。 

これで厚生委員会を閉会いたします。 

（午後 ２時１１分 閉会） 
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以上の記録が本町議会第１回定例会付託委員会の会議のてんまつに相違ないことを記するため、 
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